
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の行事予定 

≪７月の主な行事≫ あくまで現時点での予定です。変更になることがありますが、ご了承ください。 

１日 諸費振替  ２日 短縮校時 個人懇談会日程配布 児童集会  ３日 委員会（６年卒アル写真撮影） 

５日 短縮校時  ９日 児童集会  １０日 短縮４時間授業  １１・１２・１６・１７日 個人懇談会 

1７日 給食最終日  １８日 特別校時４時間授業 諸費再振替 １９日 終業式１１：００下校 

 

1 土 創立記念日 

2 日  

3 月 ５年自然教室 

4 火 ５年自然教室 

5 水 ２年町探検・地車見学  短縮４時間授業 １～６年１３：２５下校 

6 木 ５・６年プール掃除  １年幼小交流「どろんこ遊び」 

7 金 ２年町探検・地車見学予備日 

8 土  

9 日  

10 月 たてわり活動  プール清掃予備日  ６年卒アル写真撮影 

11 火 児童集会  フリー参観（２限～４限） 

12 水 歯科検診  クラブ（６年卒アル写真撮影） １～３年１３：２５ ４～６年１５：２０下校 

13 木  

14 金 個人懇談会のお知らせ配布 短縮校時 １年１４：２５ ２～６年１５：２０下校 

15 土  

16 日  

17 月  

18 火 水泳指導開始 

19 水 
個人懇談会希望調査〆切 ６年校外学習（近つ飛鳥） スクールカウンセラー来校日 

１～３年１３：２５ ４・５年１４：２５ ６年１５：２０下校 

20 木  

21 金  

22 土  

23 日  

24 月  

25 火  

26 水 １～３年１３：２５ ４～６年１４：２５ 

27 木  

28 金  

29 土  

30 日  

   情報社会でより良く生活するために 

                                                             校 長  野呂 耕一 

今年度が始まり、約２か月が過ぎようとしています。今月１４日、２１日に行われた学習参観には

多くの保護者の方々にご来校いただき大変ありがとうございました。子どもたちも今年度最初の

学習参観ということで、はりきっていたようです。 

さて、２０２１年から本校でもタブレットを一人一台貸与され、日々の授業にタブレットを活用し、

学習を進めています。 

学習指導要領の情報活用能力の育成という項目には、「情報活用能力を育成することは、将来の

予測が難しい社会において、情報を主体的に捉えながら，何が重要かを主体的に考え，見いだした

情報を活用しながら他者と協働し，新たな価値の創造に挑んでいくために重要である。」と記され

ています。言い換えると「情報活用能力を育てることは、多くの情報から、自分に必要な正しい情報

を集め、その情報を使いながら他の人と一緒に学び、新しい気づきや行動につなげていくために大

事なことである。」というところでしょうか。 

授業での本校の子どもたちの様子を見ると、タブレットの使い方は大変上手になったと

思います。高学年では、授業中に自分の考えをタブレットに打ち込み、グループやクラス全

体で共有し、他の児童は共有された意見を参考にして、話し合い活動を進めることができ

ます。また、各教科における調べ学習では、検索するワードを打ち込み、短い時間で情報

を取り出すことなどもできています。情報を得るための一つの手段として、タブレットを

活用できているようです。 

これからの子どもたちが身に付け、日常の生活にも役立ててほしいと感じることは、「情報の真

偽を判断する力」と「情報モラル」といったものです。社会にはたくさんの情報が溢れていますが、

そのすべての情報が正しいものとは限りません。中には、悪意のある情報もあります。子どもたち

には、これまでの経験と正しい判断力でより信憑性の高い情報を選べるようになってほしいと思

います。また、「発信する情報に責任を持つ」、「ルールやマナーを守る」、「情報を正しく安全に利用

する」などの情報モラルを守って利用することは自他の人権を守る上でも大切なものになります。

急速に情報化社会が進展し、マナーやモラルが追いついていない社会の現状もあります。学校でも

情報モラル教育を計画立てて行っていますが、ぜひ、ご家庭でも機会をとらえてお話しいただけれ

ばと思います。 

あっという間に１学期も折り返しとなりました。引き続き、ご支援とご協力を

よろしくお願いいたします。 
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水泳指導について 

６月１８日より水泳の学習が始まります。水泳学習では、水泳技能の習得・体力向上を目

ざして取り組むのはもちろんのこと、自分の命を守るために大切なことも学びます。 

そのため、泳ぎ方について練習を行う以外にも、水泳

学習におけるルールもしっかりと学んでいきます。（プー

ルサイドは走らない、先生が話をしているときはしゃべ

らない 等）ご家庭でも、水泳カードへの記入、持ち物

の用意、手足の爪のチェックなど、ご確認よろしくお願

いいたします。（忘れ物などがあると水泳の学習に参加す

ることができません） 

 

 

フリー参観について（全学年） 

日頃の子どもたちの様子を見ていただく機会になることを目的として、フリー参観を実施

します。10 分休みや長休み等の時間もありますので、休み時間中の子どもたちの過ごし方

などもぜひご覧ください。 

フリー参観では、できる限り普段の授業風景をお見せするようにします。そのため、日頃

の授業内で取り組んでいる漢字の小テストや漢字の学習、算数の丸つけ、読書などをしてい

る場合もございます。くわしい授業内容につきましては、前日にお子様にお尋ねください。 

 

６月１１日（火） ９時４０分 ～ １２時２５分 

（２～４時間目） 

 

 

１・２年生 遠足 （錦織公園）  ５月７日（月） 

２年生がリーダーとして、１年生のお世話をしながら、みんなで仲良く遠足に行きました。

１日中元気に走り回り、全力で遊んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４年生 遠足 （杉村やすらぎ広場）  ５月７日（月） 

３・４年生の合同班、みんなで協力してチェックポイントを回りました。直前まで雨模様

でしたが、公園につくころにはすっかりあがり、しっかり楽しむことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たてわり活動  ５月２０日（月） 

今年度新たに編成したたてわり班。６年生が中心となり、学年の垣根をはずして、みんな

で仲良く活動に取り組みます。運動場や体育館、教室を使った遊びを通して、他の学年との

繋がりを深めていってほしいとおもいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『その香り困っている人もいます』ポスターについて 〈消費者庁消費者安全課より〉 

周囲の方に対する香りへの配慮について、消費者庁よりポスタ

ーが作成されています。 

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談があるこ

とを受けて、自分にとって快適な香りでも、困っている人がいる

ことに理解を求める内容になっています。 

以下のリンク、２次元コードより、ポスターの内容等を確認で

きますので、ぜひ一度ご覧いただき、ご配慮いただきますよう、

お願いいたします。 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/

other/index.html#other_002 

公園に到着すると公園職員の皆さんが、みんなが

遊べるように濡れた遊具を乾かしてくれていまし

た。子どもたちみんなも雑巾もって参戦。おかげ

様で思いっきり遊具で遊ぶことができました。 

最初は班で協力してオリエンテーリング。チェックポイントのつ

り橋はなかなかの高さでした。 

ふわふわドームはみんなに大人気。靴を脱いで、とんで、はねて、

寝転んで…大はしゃぎでした。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#other_002
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#other_002

